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(57)【要約】
　好ましくは１つ又はそれ以上のサーバを備える電子装
置によって実行されるべきデジタルパネル研究に関連し
てデータの完全性を向上させるための方法（４００）で
あって、複数のパネリストを考慮してデータを取得する
ステップ（４０６）であって、各パネリストに関連付け
られた１つ又はそれ以上のデータポイントが、人口統計
プロファイル、デバイス所有権、デバイスレベルの行動
プロファイル、及び／又は、パネリストに関連付けられ
た１つ若しくはそれ以上の電子デバイスを巻き込むイベ
ント若しくはトラフィックの発生を特徴付け、データポ
イントの観点から様々なパネリストに関連付けられた完
全なデータが多かれ少なかれ存在する、ステップ（４０
６）と、データポイントを欠いている前記複数の特定の
パネリストのために、取得されたデータに基づいて、割
り当てられた対応するデータポイントを元々有し、さも
なければ、選択された基準に従って、他のデータポイン
トの数の観点から特定のパネリストと類似し、好ましく
は同様のデータポイント値を必要とする他のパネリスト
の数を決定するステップ（４１３）と、特定のパネリス
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　好ましくは１つ又はそれ以上のサーバを備える電子装置によって実行されるべきデジタ
ルパネル研究に関連してデータの完全性を向上させるための方法（４００）であって、
　－複数のパネリストを考慮してデータを取得するステップ（４０６）であって、各パネ
リストに関連付けられた１つ又はそれ以上のデータポイントが、人口統計プロファイル、
デバイス所有権、デバイスレベルの行動プロファイル、及び／又は、前記パネリストに関
連付けられた１つ若しくはそれ以上の電子デバイスを巻き込むイベント若しくはトラフィ
ックの発生を特徴付け、データポイントの観点から様々なパネリストに関連付けられた完
全なデータが多かれ少なかれ存在する、ステップ（４０６）と、
　－データポイントを欠いている前記複数の特定のパネリストのために、前記取得された
データに基づいて、割り当てられた対応するデータポイントを元々有し、さもなければ、
選択された基準に従って、他のデータポイントの数の観点から前記特定のパネリストと類
似し、好ましくは同様のデータポイント値を必要とする他のパネリストの数を決定するス
テップ（４１３）と、
　－前記特定のパネリストの前記欠落データポイントを完成させるか、又は前記決定され
た他のパネリストのうちの１つ又はそれ以上の前記対応するデータポイントのデータに基
づいて、前記他のデータポイント及びさらなるデータポイントと同様に割り当てられたデ
ータポイントを有する仮想パネリストをモデル化するステップと
　を備える、方法（４００）。
【請求項２】
　前記取得されたデータを少なくとも２つのカテゴリに分類するステップ（４０８）を備
え、前記第１のカテゴリが、より完全なデータを有する、より制御されたパネリストのグ
ループに関連付けられ、前記第２のカテゴリが、完全性が低いか、さもなければ準拠して
いないデータを有する、あまり制御されていないパネリストのグループに関連付けられる
、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記他のパネリストが前記第１のカテゴリのみから決定され、最も好ましくは、前記第
１のカテゴリの十分に準拠し有効なパネリストのデータのみに基づいて決定される、請求
項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記データポイントが、好ましくは、前記関係するパネリストの人口統計プロファイル
、デバイス目録プロファイル、定性的プロファイル、及び行動プロファイルからなるグル
ープから選択された少なくとも１つの要素を示すパネリストプロファイルデータポイント
（４１２）を含む、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記データポイントが、パネリストに関連付けられた１つ又はそれ以上の電子デバイス
を巻き込むトラフィック又はイベント（４１４）を示すデータポイントを含む、請求項１
から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　精査中のパネリストを考慮して合成モデルが確立され、公知の特性、好ましくは計測さ
れた特性を示すデータ、及び前記完成によって取得された可能性の高い特性を示すデータ
が共通モデルの中に結合される、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　 精査中のパネリストの前記既存データ、及び問題の前記パネリストに最も類似してい
ると考えられる対応する数の他のパネリストの前記元々欠けているデータポイントを表す
データに基づいて、いくつかの仮想パネリストが確立される、請求項１から６のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記取得されたデータが、所定の時間期間、場合によっては報告時間期間中に、その前
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記データが、好ましくは完了タスクのために利用されるべきであるパネリストを決定する
ための活動検証（４１０）を受け、前記時間期間又は他の過去の期間中にアクティブと考
えられたパネリストの前記データが利用されるが、同じ時間期間中にパッシブと考えられ
たパネリストの前記データが省略される、請求項１から７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　その前記データが報告データセット内で利用されるパネリストを決定するために、有効
性分析（４１６）がいくつかの選択された基準で実行される、請求項１から８のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記基準が、データ有効性の確率、重要と考えられるデータポイント内の完成データの
存在、及び、事前定義されたしきい値以下又は以上の確率を有する少なくとも１つの完成
データポイントの存在からなるグループから選択される少なくとも１つの要素に基づく場
合がある、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　場合によっては、前記複数の前記パネリストの少なくとも一部、好ましくは全部を含む
研究された前記母集団を特徴付ける予備研究に基づくパネリストデータの重み付け又は較
正（４２０）を含む、請求項１から１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　取得され完成された前記データに基づいて事前定義された範囲で、デジタル成果物、場
合によってはレポート、統計データ、及び／又はメトリクスの決定（４１８）を含む、請
求項１から１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　好ましくは、デジタルパネル研究に関連してデータの完全性を高めるための、いくつか
の少なくとも機能的に接続されたサーバを備える電子装置（１１４）であって、
　－複数のパネリストを考慮してデータを取得するように構成されたデータ管理モジュー
ル（３１２）であって、各パネリストに関連付けられた１つ又はそれ以上のデータポイン
トが、前記パネリストの人口統計プロファイル、デバイス所有プロファイル、デバイスレ
ベルの行動プロファイル、及び／又は、前記パネリストに関連付けられた１つ若しくはそ
れ以上の電子デバイスを巻き込むイベント若しくはトラフィックの発生を特徴付け、デー
タポイントの観点から様々なパネリストに関連付けられた完全なデータが多かれ少なかれ
存在する、データ管理モジュール（３１２）と、
　－データポイントを欠いている前記複数の特定のパネリストのために、前記取得された
データに基づいて、割り当てられた対応するデータポイントを元々有し、さもなければ、
選択された基準に従って、他のデータポイントの数の観点から前記特定のパネリストと類
似し、好ましくは同様のデータポイント値を必要とする他のパネリストの数を決定するこ
と、並びに
　前記特定のパネリストの前記欠落データポイントを完成させるか、又は前記決定された
他のパネリストのうちの１つ又はそれ以上の前記対応するデータポイントのデータに基づ
いて、前記他のデータポイント及びさらなるデータポイントと同様に割り当てられたデー
タポイントを有する仮想パネリストをモデル化すること
　を行うように構成された帰因モジュール（３１４）と
　を備える、電子装置（１１４）。
【請求項１４】
　前記帰因データに基づいてデジタル成果物を確立し、好ましくは、いくつかの統計デー
タ及び／又はメトリクスを介して前記データを特徴付けるように構成された報告モジュー
ル（３１６）、事前定義された重み付け方式に従ってパネリストデータを重み付けるよう
に構成された較正モジュール（３１８）、並びに前記パネリストの前記削除された活動及
び／又は前記データの確率に基づいて、パネリストデータを検証するように構成された検
証モジュール（３１８）からなるグループから選択された少なくとも１つの要素をさらに
備える、請求項１３に記載の装置。
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【請求項１５】
　コンピュータ上で実行されると、請求項１から１２のいずれか一項に記載の方法を実行
するように適合されたコード手段を備える、コンピュータプログラム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のコンピュータプログラムを備える、キャリア媒体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、デジタルデバイス、通信、関連アプリケーション、及びサービスに
関する。詳細には、排他的ではないが、本発明は、デジタルユーザパネル、並びに、それ
らに基づいて包括性と信頼性の両方があるメトリクスを報告するための適切な検証、分類
、完成、及び重み付けの活動を介するそれらの養成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　様々なメディア測定、ユーザプロファイリング、インターネットパネル、モバイルパネ
ル、デジタルマーケティングツール、及び他の分析ソリューションは、ターゲットの母集
団から、且つ多くの場合、いわゆる参照グループからも、デバイス使用データを取得し分
析することを必要とする。明らかな目標は、根本的な傾向、習慣、問題、及びニーズを把
握することであり、その結果、そのようなデータの他の潜在的な用途の中で、より良く機
能し、より正確で、より多くの聴衆に届く製品、サービス、及び売り込みを設計すること
が容易になる。
【０００３】
　ユーザの行動は、一般に、専用のデバイス又はダウンロード可能なソフトウェアメータ
ーを介して、或いは、例えば、特定のアプリに関するデータを収集する（（ウェブ）サイ
ト若しくはアプリケーション上の）埋込みタグ又はＳＤＫ（ソフトウェア開発キット、ア
プリ）を介して計測されてもよい。或いは、残念なことに、通常、回答者の主観性及び不
正確さに悩まされている従来のユーザ調査研究又はインタビューを介して、所望のデータ
が取得される可能性がある。
【０００４】
　一方、ウェブサイト又はウェブでアクセス可能なサービスなどのメディア及びインター
ネットサービスの進化は、かつてないほど速い。有線（例えば、デスクトップコンピュー
タ及びスマートテレビ）とワイヤレスデバイス（例えば、タブレット、ファブレット、ラ
ップトップ、及びスマートフォン）の両方は、人々がデジタルサービスにアクセスし、そ
れに関与する方法をすでに変えており、結果として、ビジネスと技術の両方の状況は、絶
えず続く混乱に遭遇している。
【０００５】
　さらに、ユーザの行動の性質は、前述のスマートフォンからタブレットに至る、例えば
、ラップトップからスマートテレビに至る複数の適格なデバイスの並列使用によって急速
に変化している。特に、モバイル状況では、消費者はすでにアプリストアで入手可能な１
００万を超えるアプリケーション、すなわち「アプリ」のライブラリから選択することが
でき、ネイティブアプリだけでなく、例えば、ＨＴＭＬ５（ハイパーテキストマークアッ
プ言語５）のアプリ、ウィジェット、ウェブサイト、又はそれらの間にあるものも使用す
るように選ぶことができる。
【０００６】
　様々な電子端末デバイスは、明示的なユーザ入力又は制御が必要ないことを意味する、
自動的にバックグラウンドで実行される高度に自動化されたトランスペアレントな測定ソ
フトウェアが提供される場合さえある。そこからデータを取得することは、一般的な意味
で基本的な問題ではない。十分に知られている個人及びデバイスのプロファイルを有する
限られた数の検証されたデバイスユーザは、測定及び分析の目的で取得されたデータも十
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分に有効且つ完全であるように、その構成が厳しく決定され絶えず制御されるユーザパネ
ルの中で注意深く募集される可能性がある。
【０００７】
　しかしながら、地理的、ハードウェア的な、且つ例えば、人口統計学的なカバレージの
観点から十分に広い範囲で、現在の技術及びメディア関連の進化の大混乱の中で、そのよ
うな理想的なパネルを継続的に維持することは実際的ではなくなり、ほとんどの場合不可
能である。
【０００８】
　代わりに、測定データは、取得されたデータが断片化され不完全なものである、又は少
なくともそうであり得ることが受け入れられる場合、より少ない負担でより大きなグルー
プのユーザデバイスからいくらか便利に収集される可能性がある。そのような不完全な、
誤った、さもなければ不適切なデータは、その潜在的な大規模な利用可能性にもかかわら
ず、それでも使用不可能であるか、又は行動モデリング若しくはメディア測定を含む多く
の分析目的において非常に限られた方法で有用であるにすぎない。
【０００９】
　したがって、これらの場合におけるデータの代表性、完全性、及び正確性と、実際には
常に、例えば時間的又はハードウェア的に制限された実際のデータマイニングリソースを
有するそれらの実際の利用可能性との間にジレンマが生じる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従来技術の測定に関連する１つ又はそれ以上の欠点又は課題を少なくとも軽減すること
が、本発明の目的である。
【００１１】
　この目的は、本発明による装置及び方法の様々な実施形態によって実現される。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　一態様では、好ましくは１つ又はそれ以上のサーバを備える電子装置によって実行され
るべきデジタルパネル研究に関連してデータの完全性を向上させるための方法は、
　－複数のパネリストを考慮してデータを取得するステップであって、各パネリストに関
連付けられた１つ又はそれ以上のデータポイントが、人口統計プロファイル、デバイス所
有権、デバイスレベルの行動プロファイル、及び／又は、そのパネリストに関連付けられ
た１つ若しくはそれ以上の電子デバイスを巻き込むイベント若しくはトラフィックの発生
を特徴付け、データポイントの観点から様々なパネリストに関連付けられた完全なデータ
が多かれ少なかれ存在する、ステップと、
　－データポイントを欠いている前記複数の特定のパネリストのために、取得されたデー
タに基づいて、割り当てられた対応するデータポイントを元々有し、さもなければ、選択
された基準に従って、他のデータポイントの数の観点から特定のパネリストと類似し、好
ましくは同様のデータポイント値を必要とする他のパネリストの数を決定するステップと
、
　－特定のパネリストの欠落データポイントを完成させるか、又は決定された他のパネリ
ストのうちの１つ又はそれ以上の対応するデータポイントのデータに基づいて、他のデー
タポイント及びさらなるデータポイントと同様に割り当てられたデータポイントを有する
仮想パネリストをモデル化するステップと
　を備える。
【００１３】
　選択された基準、又は実施形態に応じて複数の基準は、例えば、所定の、場合によって
は適応的な規則を指してもよく、それらは、方法の実行前に、又はそのようなパネリスト
若しくはそれらから導出された仮想パネリストのデータの中から、１つ若しくはそれ以上
の欠落データポイントを完成させるために、相互に類似するパネリストを見つける決定手
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順を開始すると、装置の制御ソフトウェアなどの制御ロジック内で定義されてもよい。
【００１４】
　基準は、実施形態に応じて、例えば、全体又はより大きなグループから互いに類似する
パネリストを識別するために、データポイント値の間の数値の違いに関して、より一般的
又は具体的な規則を含んでもよい。１つの実現可能な類似性の基準は、等しいか又は十分
に近い（すなわち、許容される、低減された評価分解能に従って等しい）データポイント
値を意味する。
【００１５】
　基準は、追加又は代替として、決定手順の間でさえ進化する可能性がある動的に確立又
は変更された基準を指してもよい。基準は、例えば、取得されたデータ内で検査されたデ
ータポイントに基づいて、少なくとも部分的に決定されてもよい。当業者は、統計的に意
味のあるレポート又はそれに基づく他の成果物を生成するための出力として相互に匹敵す
るデータを取得するために、パネリストのデータポイントを分析し、必要な場合完成させ
る手順全体を通して均一な基準の少なくとも一部を保つことを考えることができる。
【００１６】
　少なくとも１つのデータポイントは、少なくとも１人のパネリスト（計測された電子デ
バイスのユーザ）に実際には欠けており、存在する、すなわち、前記複数の中の他のパネ
リストの数を有する、少なくとも１つの有効値が割り当てられてもよい。関係するパネル
研究の少なくとも一部を実行又は少なくとも管理するようにさらに構成され得る装置によ
って実行される方法は、提案された帰因（帰属）メカニズムによって欠落データを完成さ
せるために巧妙に利用されてもよい。
【００１７】
　一実施形態では、複数のパネリストを考慮して取得されたデータは、少なくとも２つの
カテゴリに分類される。第１のカテゴリは、好ましくは、選択された基準に従って、より
完全な、又は十分に完全なデータを有する、より制御された、又は準拠するパネリストの
グループを示し、第２のカテゴリは、好ましくは、あまり完全でないか、さもなければ準
拠していない、又は「無効な」データを有する、あまり制御されていないパネリストのグ
ループを示す。第１のカテゴリは、いくつかの実施形態では、場合によっては単独で、マ
ルチデバイスユーザをパネリストとして組み込むことができる。第２のカテゴリは、いく
つかの実施形態では、シングルデバイスユーザ及び／又はマルチデバイスユーザをパネリ
ストとして組み込むことができる。
【００１８】
　第１のカテゴリのパネリストに関連付けられたデータは、定義上、実質的又は十分に完
成しているので、完成活動は、主に又は単に第２のカテゴリのパネリストを対象としてい
る。しかしながら、いくつかの実施形態では、第１のカテゴリのパネリストのデータも完
成又は修正を必要とする場合があり、その結果、そのようなデータ／パネリストは、本明
細書に記載された手順に従う場合がある。第１のカテゴリのそのようなメンバは、スマー
トフォン、タブレット、スマートウォッチ若しくは他のウェアラブルデバイス、ラップト
ップ、及び／又はデスクトップなどの、それらの１つ又はそれ以上の電子デバイスにイン
ストールされたソフトウェアなどの計測機能を有するが、１つ又はそれ以上の理由で、こ
れらのメンバは、所与の報告期間内のコンプライアンス要件の観点から、例えば、半準拠
、非準拠、又は無効にすぎないと考えられている。例えば、パネリストに関連付けられた
特定の登録デバイスを考慮する計測活動は、選択された関心期間中、何らかの理由でアク
ティブでも機能的でもなかった可能性があるが、（そのパネリストの所有であると知られ
ている）すべての登録デバイス内の計測ロジックの機能は、十分に準拠又は有効になるた
めに、又はそのように留まるために必要な場合がある。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、他のパネリストは、より制御された／準拠するパネリストの
グループから、すなわち、準拠するパネリストのみを組み込むその第１のカテゴリ又はサ
ブグループからのみ決定される。いくつかの他の実施形態では、他のパネリストは、例え



(7) JP 2019-526129 A 2019.9.12

10

20

30

40

50

ば、第１のカテゴリの半準拠、非準拠、又は無効なパネリストを潜在的に含む、第１及び
第２の両方のカテゴリのパネリストから依然として決定される可能性がある。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、パネリストに関して収集及び／又は決定されたデータポイン
トは、プロファイルデータポイントを含む。プロファイルデータポイントは、例えば、人
口統計プロファイル、デバイス目録プロファイル、及び／又は定性的プロファイルデータ
ポイント（例えば、製品消費、ブランド認知）を含んでもよい。さらに、プロファイルデ
ータポイントは、行動プロファイルデータポイントを含んでもよい。これらのデータポイ
ントは、非イベント指向におけるパネリストの行動を記述することができる。例えば、所
与の時間期間中の特定のウェブサイト又はデバイスの使用は、一般に、関連するセッショ
ン、対話、通話などをより具体的に示すことなく記述されてもよい。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、パネリストに関して収集及び／又は決定されたデータポイン
トは、パネリストに関連付けられた１つ又はそれ以上の電子デバイスを巻き込むトラフィ
ック又はイベントを示すデータを含む。トラフィック／イベントデータ、又はデータポイ
ントは、監視されているデバイス内で若しくはそのデバイスに関連して発生する様々なイ
ベント、又はデバイスを巻き込むデータトラフィックのタイムスタンプ付きの記録された
発生を示すことができる。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、データポイント、好ましくは少なくともプロファイルデータ
ポイントの養成に関連して、且つパネリストを考慮して、合成モデルが適用される。その
モデルでは、（好ましくは１００％確実な、例えば、調査／アンケートを介して計測又は
取得された）公知の特性、及び（元々欠けているが、本明細書で検討されたのと同様のパ
ネリストに基づいて完成された）最も可能性の高い特性は、完成又は「合成」データを有
するパネリストを思い付くために結合される。このように公知の、例えば測量又は入力さ
れたデータ、及び一方、問題のパネリストに類似していると考えられる他のパネリストの
データに基づいてモデル化／推定された、完成しているが元々欠けているデータは、統合
されているが、まだ好ましくは、将来解放可能且つ区別可能であり続ける。
【００２３】
　或いは、パネリストデータを養成するために限定確率モデルが適用される可能性がある
。問題のパネリストの既存データ、及び問題のパネリストに最も類似していると考えられ
る対応する数の他のパネリストの元々欠けているデータポイントを表すデータに基づいて
、限られた数の仮想パネリストが確立される。
【００２４】
　さらなる選択肢として、いわゆる無制限確率モデルが考えられ得るが、それは、当業者
によって容易に理解されるように、計算的に消耗する。この手法では、関連する確率を有
する欠落データを考慮して、可能性のある特性値ごとに仮想パネリストが作成されてもよ
い。当業者は、いくつかの実施形態では、２つ以上のモデルが創造的に結合されるか、又
は、例えば、選択的に並行して使用される可能性もあることを理解されよう。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、トラフィック又は他のイベントを示す欠落データは、電子デ
バイスデータ（例えば、「Ｓａｍｓｕｎｇ　ＳＭ－Ｇ９２５Ａ　Ｇａｌａｘｙ　Ｓ６　ｅ
ｄｇｅ」などのモデルデータ）、（本質的にデバイスデータよりも一般的であり得る、例
えば、特定の数のスマートフォン、若しくは例えば、サムソンスマートフォンの所有権を
示す）デバイス目録プロファイルデータポイント、及び／又は行動プロファイルデータポ
イントに関して類似していると考えられる他のパネリストを決定することにより、パネリ
ストに対して完成されてもよい。他のパネリストのトラフィック／イベントデータに基づ
いて、新しいトラフィック又は他のイベント指示データ（ポイント）が作成される、すな
わち、欠落データポイントが完成される。
【００２６】
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　いくつかの実施形態では、パネリストは活動検証などの検証手順に従う。そのような検
証は、好ましくは、不必要な処理を回避するために、本明細書に記載されるデータ帰因（
帰属）手順の前に実行され、通常、無効なパネリストのデータを完成、処理、又は利用す
る理由がない。或いは、検証は帰因後に実行されてもよい。本明細書に開示された関連す
る方法は、報告期間などの所定の時間期間に対して実行されてもよい。検証は、前述の第
１及び／又は第２のカテゴリなどの１つ又はそれ以上のカテゴリのパネリストに、具体的
又は排他的に的が絞られてもよい。
【００２７】
　例えば、活動検証は、データ帰因中に適用されたパネリストの検証されたグループに含
まれるために精査中のパネリストが満たすべきいくつかの基準を利用することができる。
例えば、第１のカテゴリのパネリストの場合、１つの基準は、パネリストが過去、例えば
、最近の所定の数の日、例えば３日の間に、プロファイルデータ内で彼／彼女に関連付け
られた任意の電子デバイスと共にアクティブであることを要求する可能性がある。１つの
他の代替的又は補足的な基準は、パネリストが何らかの他の過去の期間、例えば、最近７
日間などのより長い期間の間に、すべての彼／彼女のデバイスと共にアクティブであるこ
とを要求する可能性がある。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、報告データセットに含まれるべき可能性のある仮想パネリス
トも含むパネリストを決定するために、好ましくは帰因後に、いわゆる有効性分析が実行
される。いくつかの選択された基準が意思決定に再度利用されてもよい。例えば、合成確
率が所定のしきい値を下回るパネリストは除外されてもよい。重要と考えられるプロファ
イルデータポイントなどの、特定の帰属された（すなわち、計算された、測定されていな
い）データポイントを有するパネリストは、除外されてもよい。属性データポイントが低
すぎる確率を有するパネリストは、省略されてもよい。例えば、性別を示すプロファイル
データポイントは、（例えば、１％の確率が決定された場合）そのようであってもよい。
例えば、様々な領域で強調された様々な側面を有する地理的基準で、有効性分析が調整さ
れてもよい。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、構造研究又は計数研究が利用される。研究は、調査／アンケ
ート、例えば、調査された母集団を記述する基本的な統計的仮定を概説するために実行さ
れたオフライン又はオンラインの研究を指してもよい。例えば、所望のパネル層別化が決
定されてもよく、且つ／又はそれに従って収集若しくは計算された（帰属された）データ
が較正される。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、重み付け、又は「較正」は、例えば、有効性分析を生き残っ
たパネリストに対して実行される。パネリストに関連付けられたデータは、例えば、前述
の構造研究から取得された層別化データを用いて較正されてもよい。制御値を決定するた
めに、較正変数及びカテゴリのセットが確立されてもよい。制御値は、データに対する較
正重みを決定する際に利用されてもよい。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、完成され潜在的に重み付けされ検証されたデータは、パネリ
スト及び／又は一般ユーザの行動、マルチスクリーンメトリクス、デバイス配信、アプリ
ケーション又はサービスの使用、ユーザの人口統計、コンテンツの使用などの、所望の範
囲に関するいくつかのレポートなどの成果物を生成するために利用される。そのような成
果物は、例えば、的を絞ったマーケティング又は技術的最適化（アプリケーション、サー
ビス、ネットワーク、端末など）の目的で利用されてもよい。
【００３２】
　他の一態様では、好ましくは、デジタルパネル研究に関連してデータの完全性を高める
ための、いくつかの少なくとも機能的に接続されたサーバを備える電子装置は、
　－複数のパネリストを考慮してデータを取得するように構成されたデータ管理モジュー
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ルであって、各パネリストに関連付けられた１つ又はそれ以上のデータポイントが、パネ
リストの人口統計プロファイル、デバイス所有プロファイル、デバイスレベルの行動プロ
ファイル、及び／又は、そのパネリストに関連付けられた１つ若しくはそれ以上の電子デ
バイスを巻き込むイベント若しくはトラフィックの発生を特徴付け、データポイントの観
点から様々なパネリストに関連付けられた完全なデータが多かれ少なかれ存在する、デー
タ管理モジュールと、
　－データポイントを欠いている前記複数の特定のパネリストのために、取得されたデー
タに基づいて、割り当てられた対応するデータポイントを元々有し、さもなければ、選択
された基準に従って、他のデータポイントの数の観点から特定のパネリストと類似し、好
ましくは同様のデータポイント値を必要とする他のパネリストの数を決定すること、並び
に
　特定のパネリストの欠落データポイントを完成させるか、又は決定された他のパネリス
トのうちの１つ又はそれ以上の対応するデータポイントのデータに基づいて、他のデータ
ポイント及びさらなるデータポイントと同様に割り当てられたデータポイントを有する仮
想パネリストをモデル化すること
　を行うように構成された帰因モジュールと
　を組み込む。
【００３３】
　データ管理モジュールは、通信インターフェース、並びに／又は、パネルデータ及び／
若しくは他のデータを記憶するためのメモリ内で決定されたデータベースの数などのデー
タリポジトリを物理的に備えてもよい。
【００３４】
　けれでも、装置は、実施形態に応じて、いくつかの様々な要素を有するユーザインター
フェース（ＵＩ）を組み込むことができる。ＵＩには、ディスプレイなどのローカルＵＩ
、及びタッチスクリーン、キーボード、マウスなどのデータ入力インターフェースが含ま
れてもよい。ＵＩには、追加又は代替として、通信インターフェースを介してユーザにデ
ータ及び場合によっては（ウェブサイト又はウェブページの形態の）グラフィカルＵＩを
供給する（ウェブ）サーバデバイスなどの、必要なハードウェアを有するウェブベースイ
ンターフェースなどのリモートユーザ又は制御インターフェースが含まれてもよい。ＵＩ
の代わりに、又はＵＩに加えて、データは、独自の、又はより一般的に使用されているプ
ロトコルであってもよい所望のプロトコルを使用して、通信インターフェースを介して外
部デバイス及びシステムに対して転送されてもよい。
【００３５】
　それでも、装置は、例えば、いくつかの所定の、場合によってはユーザが決定したメト
リクスを介してデータを特徴付ける帰因データに基づいて、レポートを確立するように構
成された報告モジュールを備えてもよい。メトリクスは、例えば、数値及び／若しくは符
号、又はグラフィックであってもよい。それらは、本明細書においてすでに前述されたよ
うに、マルチスクリーンメトリクス、パネリスト／ユーザの行動、デバイス配信、アプリ
ケーション又はサービスの使用、人口統計学的要因などを含んでもよい。
【００３６】
　装置は、ユーザを複数のグループに分類するための分類モジュールをさらに備えてもよ
い。例えば、選択された基準に従って準拠していると考えられるパネリストは、第１のパ
ネル、例えば、いわゆる「スマートパネル」などの較正パネルを確立することができるが
、別のグループのパネリストは、メガパネル又は「ブーストパネル」と呼ばれる場合があ
る。
【００３７】
　装置は、少なくとも１つの検証モジュールをさらに備えてもよい。実行される検証タス
クは、前述の活動検証及び／又は有効性分析を含んでもよい。
【００３８】
　装置は、所望の重み付け方式に従って様々なパネリストのデータを重み付けるための重
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み付け／較正モジュールをさらに備えてもよい。
【００３９】
　方法の実施形態に関して本明細書に提示された様々な考察は、当業者によって諒解され
るように、変更すべきところは変更して、装置の実施形態に柔軟に適用されてもよい。
【００４０】
　本発明の有用性は、その各々の特定の実施形態に応じて複数の問題から生じる。例えば
、合計数千又は数十万のメンバの包括的な大規模ユーザパネルは、提案されたデータ完成
（帰属）メカニズムの実施形態によって迅速に作成されてもよい。より厳密に制御された
、通常、より小さいカテゴリ、パネル、又はパネリストのグループのデータ、及びより大
きく、あまり制御されていないカテゴリ、パネル、又はパネリストのグループのデータは
、例えば、巧妙に結合され、より大きな統合パネルに選択的に養成されてもよい。
【００４１】
　第１に、人口統計データポイント、行動データポイント、又は様々な電子端末デバイス
の所有権／使用量などのデバイス目録関連データポイントなどの欠落プロファイルデータ
ポイントは、対応する、好ましくは真に測定された、さもなければ問題のユーザに類似し
ていると考えられるいくつかの他のユーザに関連付けられたデータポイントのデータに基
づいて、既存のユーザ（パネリスト）に対して推定されてもよい。いくつかの実施形態で
は、ユーザの既存のプロファイルを完成させる代わりに、計測され推定されたデータ及び
関連する確率に基づいて、いくつかの新しい仮想ユーザ（パネリスト）が作成されてもよ
い。
【００４２】
　第２に、トラフィック及び他のイベントデータは、デバイス目録又は関連するトラフィ
ック／イベントデータが元々少なくとも完全には利用可能ではなかったパネリストの対し
ても推定されてもよい。
【００４３】
　したがって、そのデータが完全である、準拠する又は高品質の「スマート」パネリスト
と、そのデータが部分的にしか利用できない「ブースト」パネリストの両方を利用するこ
とにより、最初は一緒にいずれのパネルにあっても、場合によってはより多数のパネリス
トの集約パネル又は統合パネルを結合するデータセットは、マルチスクリーンの使用、人
口統計、デバイス配信、アプリケーション及びサービスの使用など、多種多様なトピック
に関する報告目的で形成されてもよい。適切な検証及び重み付け尺度によって、結果は、
例えば、地理的な対象範囲で各対象シナリオに巧妙に適合されてもよい。
【００４４】
　本発明の実施形態のさらなる利点は、以下の発明を実施するための形態に基づいて、当
業者には明らかになるであろう。
【００４５】
　「いくつかの」という表現は、本明細書では、１から始まる任意の正の整数を指しても
よい。
【００４６】
　「複数の」という表現は、それぞれ、２から始まる任意の正の整数を指してもよい。
【００４７】
　「パネル」という表現は、本明細書では、特定の意図的に募集された電子デバイスのユ
ーザ（又はデバイス自体）のサンプル、すなわち、デバイスに関連して行われるメディア
使用などの所望の局面に関するデータを提供する「パネリスト」を指してもよい。追加又
は代替として、「パネル」は、いくつかの実施形態では、基本的に任意の他の適用可能な
ユーザ／デバイスのサンプルを指すことができ、すなわち、必ずしも、計測の局面を考慮
してデータを提供するように適合された、前述の具体的にセットアップされた専用パネリ
ストの特殊パネルを指さない。例えば、調査されたデータを取り込むことができる実現可
能な計測ソフトウェアをアプリが提供されているとき、アプリストアからダウンロードさ
れた１つ又はそれ以上のアプリの複数のエンドユーザは、そのようなパネルの少なくとも
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一部を構成することができる。
【００４８】
　本発明の様々な実施形態は、添付の従属請求項に開示されている。
【００４９】
　本発明のいくつかの実施形態は、図面を参照して以下でさらに詳細に記載される。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】潜在的な使用シナリオに関連して本発明による装置及び端末デバイスの実施形態
を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態による本発明のパネリスト分類態様を描写する図である。
【図３】装置の一実施形態の内部を表すブロック図である。
【図４】本発明による方法の一実施形態を開示する流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　本明細書では、様々な実施形態の説明を考慮して、さらなる修飾語／記述子のないパネ
リストは、一般に、彼／彼女のコンプライアンス／有効性状態にかかわらず、任意のパネ
リストを指す。パネリストは、例えば、プロファイルデータポイント、所与の瞬間におけ
る重み（例えば、割合ファクタ及び／若しくはスケールファクタ）、それが「仮想パネリ
スト」（計算パネリスト）の問題であるかどうか、並びに／又は確率に関して記載される
場合がある。
【００５２】
　仮想パネリストは、装置に照らして典型的なパネリストとしてモデル化されているパネ
リストを指すが、そのパネリストは、帰因モデルに基づいて計算によって生成されている
。
【００５３】
　プロファイルデータポイントは、行動プロファイルデータポイントを含むプロファイル
データポイントとして定義されたパネリストの特性を指す。プロファイルデータポイント
は、その値、それが帰属されているかどうかの指示、確率、及び／又はそれがデバイス目
録プロファイルデータポイントを構成するかどうかに関して記述することができる。
【００５４】
　行動プロファイルデータポイントは、非イベント指向におけるパネリストの行動を記述
するプロファイルデータポイントを指す。例えば、それらは、パネリストが所与の時間期
間内に所与のウェブサイト、サービス、又はデバイスを使用したかどうかを記述すること
ができるが、パネリストが生成したかもしれない特定のセッション、対話、通話などを表
記しない。行動プロファイルデータポイントは関連する主題に結び付けられる必要がある
ことに留意されたい。さらに、ポイントは、それが帰属されているかどうか、確率、及び
行動が発生したパネリストデバイス（例えば、ｄｅｖｉｃｅ＿ｉｄ）の指示も示す。
【００５５】
　イベント／トラフィックは、計測されたデバイスについてメーターを介して記録される
タイムスタンプ付きの発生を指す。一般に、それらは、それらの主題、タイムスタンプ（
開始及び終了、又は発生）、確率、それらが発生したパネリストデバイス、イベントを発
生させたパネリスト、並びにそれらが帰属されているかどうかに関して記述することがで
きる。
【００５６】
　パネリストデバイスは、それらのデバイス目録プロファイルデータポイントによって特
定されたように、パネリストが所有するデバイスである。デバイス目録プロファイルデー
タポイントは、例えば、パネリスト調査／アンケートを使用して取得されてもよく、帰因
（帰属）されてもよい。それらは、例えば、「２台のスマートフォンを所有している」又
は「特定のブランドＸ及び場合によってはモデルＹのタブレット又はスマートフォンを所
有している」などの、パネリストのデバイスに関する一般データを示すことができる。パ
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ネリストデバイスは、計測又は帰属されてもよく、それが表すデバイスに関して記述する
ことができる。パネリストデバイスデータは、例えば、デバイスのより正確なモデルデー
タ（例えば、ブランドＸ、モデルＹ、バージョンＺ）を示すことができる。
【００５７】
　デバイスは、一般に、例えば、所与のブランド情報及びデバイス特性を有する物理デバ
イスを指す。
【００５８】
　処理時間期間は、（バッチ）処理を受けている時間期間－例えば、１月３日には、デー
タは１月２日００：００：００－２３：５９：５９（又は適用可能な場合）にバッチ処理
されてもよい。
【００５９】
　図１は、１００において、本発明による装置１１４の実施形態を含み、本発明による端
末デバイスのいくつかの実施形態１０４ａ、１０４ｂ、１０４ｃ、１０４ｄ、１０４ｅ、
１０４ｆも含む、１つの単なる例示的な使用シナリオを示す。
【００６０】
　ネットワーク１１０は、端末１０４ａ、１０４ｂ、１０４ｃ、１０４ｄ、１０４ｅ、１
０４ｆ、及びサーバ装置１１４が互いに通信することを可能にする、インターネット、ロ
ーカルエリアネットワーク、ワイドエリアネットワーク、セルラーネットワークなどの、
１つ又はそれ以上の機能的に接続された通信ネットワークを指してもよい。
【００６１】
　装置１１４は、サーバなどの１つ又はそれ以上の機能的に接続された電子デバイス、並
びにいくつかのルータ、スイッチ、ゲートウェイ、及び／又は他のネットワーク機器など
の潜在的な補助装置によって実装されてもよい。最小のケースでは、サーバなどの単一デ
バイスが方法の様々な実施形態を実行することが可能であり、したがって、装置１１４も
構成することができる。装置１１４のデバイスの少なくとも一部は、クラウドコンピュー
ティング環境に存在し、そこから動的に割振り可能であってもよい。
【００６２】
　端末１０４ａ、１０４ｂ、１０４ｃ、１０４ｄ、１０４ｅ、１０４ｆは、例えば、タブ
レット、ファブレット、スマートフォン、携帯電話などのモバイル端末１０４ａ、１０４
ｂ、１０４ｆ、ラップトップコンピュータ１０４ｄ、又はデスクトップコンピュータ１０
４ｃ、１０４ｅを指してもよいが、それらに限定されない。ユーザ（パネリスト）１０２
ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、モバイルデバイス１０４ａ、１０４ｂ、１０４ｄ、１０４ｆ
を一緒に持ち運ぶことができるが、基本的にしっかりと設置されていない場合、より重い
又はより大型のデバイス１０４ｃ、１０４ｅは、しばしばむしろ静止したままである。す
べてのこれらのデバイスは、有線及び／若しくはワイヤレスのネットワーク、又は一般に
通信接続をサポートすることができる。例えば、有線イーサネット（登録商標）又は一般
にＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）インターフェースは、いくつかのデバイス１０
４ｃ、１０４ｅに設けられてもよく、残りのデバイス１０４ａ、１０４ｂ、１０４ｄ、１
０４ｆは、少なくともセルラー又はワイヤレスのＬＡＮ接続を優位にサポートすることが
できる。
【００６３】
　端末１０４ａ、１０４ｂ、１０４ｃ、１０４ｄ、１０４ｅ、１０４ｆは、例えば、ネッ
トワーク接続を介して、又はメモリカード若しくは光ディスクなどの物理搬送媒体上で、
コンピュータ（処理デバイス）実行可能ソフトウェアアプリケーションの形態で、観測及
び通信又は「計測」ロジック１０８が提供されてもよい。ソフトウェアは、場合によって
は、他のソフトウェアとバンドルされてもよい。ロジックは、端末上のデータ、アプリケ
ーション、サービス使用など、及びその中で発生する他のイベントを記録するように構成
される。データは、例えば、所望の媒体測定に照らして、処理、分析、及び／又は記憶の
ために、装置１１４にバッチで送信されてもよい。送信は、実質的にデータの収集の直後
に、且つ／又は他の事前定義されたトリガに基づいて、時間調整されてもよい。
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【００６４】
　いくつかの実施形態では、取得されたデータは、端末１０４ａ、１０４ｂ、１０４ｃ、
１０４ｄ、１０４ｅ、１０４ｆですでに分析を受けていてもよい。例えば、そこからいく
つかの特徴的（代表的）なベクトルが決定されてもよい。ベクトルは記憶され、装置１１
４に転送されてもよい。
【００６５】
　好ましくは、観測及び通信ロジックは、いかなるユーザアクションもその実行に必要で
はないようにバックグラウンドで動作し、ロジックは、実際には、ユーザに対して完全に
透過的であってもよい（例えば、デフォルトではユーザに視覚的に示されない）。
【００６６】
　さらに、いくつかの実施形態では、いくつかの外部システム１１６が装置１１４にデー
タを提供することができる。例えば、サードパーティアプリ開発者のシステム１１６によ
って配信されるサードパーティアプリは、パネル研究に有用な測定データを収集する計測
ソフトウェア（観測ロジック）を用いて構成されてもよい。データは、場合によっては開
発者のシステム１１６を介して、アプリから装置１１４に提供されてもよい。
【００６７】
　前述のカテゴリを参照して、パネリストは自分のコンプライアンスに応じて複数のカテ
ゴリに分類されている場合があり、コンプライアンスは、例えば、選択されたロジックに
従って、報告期間中にそれらに関連付けられたデータの完成度を指してもよい。
【００６８】
　サーバ装置１１４は、複数のパネリストに関するデータなどのデータを記憶するように
構成された、装置１１４によってアクセス可能な１つ又はそれ以上のデータベースなどの
データリポジトリ１１２を備えるか、又は少なくとも機能的にそれに接続される。例えば
、取得されたデータは、最初に、例えば、パネル（パネリスト）カテゴリ当たり１つ、複
数のデータリポジトリ又はデータ構造に記憶されてもよく、データ完成に続き、有効性関
連操作、共通データ構造、又は「パネル」などのオプションのさらなるタスクは、元々準
拠する／有効なパネリストのデータと、帰因されたデータポイントを有するパネリスト、
又は例えば、実施形態に応じて仮想パネリストの両方を組み込んで確立されてもよい。
【００６９】
　装置１１４は、適用可能なときにデータを完成させ、好ましくは、いくつかのクライア
ントシステム１１１に配信されるために、それに基づいてメディア使用レポートなどの様
々な成果物を決定するように構成される。この目的のために、装置１１４は、分類、検証
（これは、パネルデータ収集及び養成プロセスの様々な段階における様々な有効性分析／
フィルタリングタスク、例えば、報告期間を考慮してパネリストの初期グループを決定す
るための活動検証、及び、それらのデータ信頼性又は確率に基づいてパネリストをフィル
タリングするその後の有効性分析／品質保証動作を備えてもよい）、帰因、並びに／又は
報告のモジュールなどのいくつかの様々な機能モジュール１１３を備えてもよい。
【００７０】
　図２は、本発明のいくつかの実施形態による本発明のパネリスト分類態様を描写する。
同時に、この図は、図の中で収束矢印によって示された、全体、集約、又は「メガ」パネ
ルデータの様々なソース（コンポーネントパネル及び関連グループ／サブパネル）を示し
、それらは、メディア測定及び他の目的で本発明に関連して利用されてもよい。様々なパ
ネル／データソースの統合レベルは、各実施形態において具体的に決定されてもよい。
【００７１】
　本明細書で前述されたように、様々な実施形態では、パネリストは複数のカテゴリに分
類されてもよく、又は取られた実装及び視点に応じて、最初に、複数のパネリストを考慮
して取得されたデータを分類することにより、様々なタイプ（カテゴリ）のパネリストの
いくつかの並行パネルが形成されてもよい。好ましくは、１人のパネリストは１つのカテ
ゴリ／初期パネルのみに割り振られる。
【００７２】
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　第１のカテゴリ又は第１のパネル２０２は、一般に、マルチデバイスユーザのより厳密
に制御されたパネル（例えば、スマートパネリストの「スマートパネル」と呼ばれる場合
もある較正パネル）に関連してもよい。このパネルは、いくつかの準拠パネリスト２０４
（例えば、所与の時間期間の間それらのすべての宣言された計測可能デバイス上で計測ソ
フトウェア／ロジックの維持に成功し、潜在的な他の要件に合格したパネリスト）に関す
るデータに関連付けられ、それらを組み込むことができる。
【００７３】
　追加又は代替として、第１のカテゴリ２０２は、複数の半準拠／無効パネリスト２０６
（例えば、所与の時間幾何の間それらの１つ又はそれ以上の宣言された計測可能デバイス
上で計測ソフトウェア／ロジックの維持に成功したが、すべての宣言された計測可能デバ
イス上で計測ソフトウェア／ロジックの維持に成功しなかったパネリスト）（のデータ）
を備えてもよい。いくつかの他の実施形態では、パネリストグループ２０４、２０６は、
それら自体のカテゴリ又はパネルを確立すると考えられる可能性がある。
【００７４】
　スマートパネル２０２の半準拠／無効メンバ２０６は、それらのデバイスのうちの１つ
又はそれ以上に当然計測ロジックをインストールしているが、１つ又はそれ以上の理由で
、所与の報告期間内で無効であると考えられた個人を含んでもよい。このグループのユー
ザは、以下の特性のうちの１つ又はそれ以上を有してもよい：
　このカテゴリ内のパネリストごとに（例えば、デジタル又は紙ベースの登録アンケート
に基づいて）人口統計の完全なセットが（装置によって）知られている、且つ
　このグループ内のパネリストごとに（例えば、アンケートから）完全なデバイス目録が
（装置によって）知られている。
【００７５】
　行動プロファイルデータポイントなどのプロファイルデータポイントは、計測されたデ
バイスに基づいて、装置によってそのようなユーザに対して計算されてもよい。一般に、
半準拠／無効の第１のカテゴリのパネリスト２０６のデータは、本明細書に記載された原
理に従って完成（帰属）されてもよい。
【００７６】
　しかしながら、パネリストに対する厳格な制御が適用されないか、又は実際上不可能に
なる（例えば、技術的な理由又は適用可能なパネリストの数のために利用できない）実施
形態では、半準拠／無効メンバ２０６は、実質的に第１のカテゴリのユーザ２０２全体を
確立することができる。
【００７７】
　第２のカテゴリ又は第２のパネル２１０は、例えば、場合によっては、計測ロジックが
バンドルされているホストソフトウェア（アプリケーション）を介して、オプトインベー
スで潜在的に募集される、シングルデバイス２１２又はマルチデバイス２１４のユーザ（
いわゆる「ブーストパネル」又は「メガパネル」）のより制御されていないパネルを指し
てもよい。
【００７８】
　したがって、第２のカテゴリ２１０は、それらのデバイスのうちの１つ又はそれ以上に
計測ロジックをインストールし、好ましくは、パネル（研究）に参加することを選択した
パネリストを備える。ホストアプリケーション開発者及び／又は他のエンティティが、
　装置を有するそのようなパネリストの人口統計プロファイルデータポイント、及び／又
は
　装置を有するそのようなパネリストのデバイス目録プロファイルデータポイント、及び
／又は
　装置を有する定性的プロファイルデータポイント（例えば、製品消費量、ブランド認知
度データなど）
　を共有している（又は共有していない）（例えば、データ信号として転送される）場合
があってもよい。
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【００７９】
　シングルデバイスブーストパネリスト２１２は、潜在的に完全に制御されない方式で（
サードパーティ）アプリを介して募集されているが、好ましくは、パネル研究に参加する
ことを選択したパネリストを指してもよい。
【００８０】
　マルチデバイスパネリスト２１４は、完全に制御されていない方式で（サードパーティ
）アプリを介して募集されているが、パネル研究に参加することを選択し、２つ以上のデ
バイスに計測ロジック（ソフトウェア）をインストールしたパネリストのグループを指し
てもよい。
【００８１】
　さらに、行動プロファイルデータポイントなどのプロファイルデータポイントは、装置
によって第２のカテゴリのパネリストに対して計算されてもよい。一般に、第２のカテゴ
リのパネリストのデータは、本明細書に記載された原理に従って完成（帰属）されてもよ
い。
【００８２】
　パネルに加えて、例えば、国などの対象地域におけるデバイスユーザの人口統計及び／
又は他の特性に関する構造的研究が、例えば、データを較正するために実行されている可
能性がある。
【００８３】
　図３を参照すると、装置１１４は、サーバコンピュータ（装置／デバイス）などの、少
なくとも１つの電子デバイスによって物理的に確立されてもよい。しかしながら、システ
ム１１４は、いくつかの実施形態では、サーバなどの複数の少なくとも機能的に接続され
たデバイス、及び場合によっては、さらなる要素、例えばゲートウェイ、プロキシ、デー
タリポジトリ、ファイアウォールなどを備えてもよいサーバ又はコンピューティング／記
憶容量提供機器などの、含まれるリソースのうちの少なくともいくつかは、一般に、例え
ば、クラウドコンピューティング環境から動的に割振り可能であってもよい。
【００８４】
　マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、及び／又はデジタル信号プロセッサなど
の、少なくとも１つの処理ユニット３０２が含まれてもよい。処理ユニット３０２は、メ
モリ２０４に記憶されたコンピュータソフトウェア３０３の形態で具現化された命令を実
行するように構成されてもよく、メモリ２０４は、１つ若しくはそれ以上のメモリチップ
、又は一般に、処理ユニット３０２及び／若しくは他の要素と分離若しくは統合されたメ
モリユニットを指してもよい。
【００８５】
　ソフトウェア３０３は、クライアント１１１へのデジタルレポートなどの様々な出力要
素の帰因及び導出などのパネルデータ処理のための、１つ又はそれ以上のアプリケーショ
ン、ルーチン、アルゴリズムなどを定義することができる。適切なソフトウェアコード手
段を備えるコンピュータプログラム製品が提供されてもよい。それは、例えば、メモリカ
ード、光ディスク、又はＵＳＢ（ユニバーサルシリアルバス）スティックなどの、非一時
的キャリア媒体内で具現化されてもよい。プログラムは、送信要素から装置１１４などの
受信要素に有線又はワイヤレスで信号又は信号の組合せとして転送することができる。
【００８６】
　好ましい構造のデータベース１１２などの１つ又はそれ以上のデータリポジトリ、並び
に記憶する、例えば、取得、完成、及び／又は処理されたパネルデータは、処理ユニット
３０２による利用のためにメモリ３０４内に確立されてもよい。リポジトリは、 例えば
、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）メモリ、ＲＯＭ（読取り専用メモリ）、フラッシュ
メモリ、磁気／ハードディスク、光ディスク、メモリカードなどを物理的に組み込むこと
ができる。
【００８７】
　ＵＩ（ユーザインターフェース）３０６は、装置（例えば、ライブラリ管理規則又はデ
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ータ分析ロジックの定義）を制御し、且つ／又は収集及び導出されたデータにアクセスす
る（視覚化する、配信する）ための必要な制御及びアクセスツールを提供することができ
る。ＵＩ３０６は、データ入力（例えば、キーボード、タッチスクリーン、マウス、音声
入力）及び出力（ディスプレイ、音声出力）、並びに／又は場合によっては、ウェブイン
ターフェース、好ましくはウェブブラウザインターフェースを介したリモート入力及び出
力のためのローカル構成要素を含んでもよい。したがって、システムは、例えばウェブサ
ーバをホストするか、又はそれに少なくとも機能的に接続されてもよい。
【００８８】
　したがって、描写された通信インターフェース３１０は、潜在的に制御を含む、データ
入力及び出力の目的で、いくつかの外部デバイス及びシステムを本発明のシステムとイン
ターフェース接続するための有線ネットワーク（例えば、イーサネット（登録商標））及
び／又はワイヤレスネットワーク（例えば、ワイヤレスＬＡＮ（ＷＬＡＮ）若しくはセル
ラー）インターフェースなどの、１つ又はそれ以上のデータインターフェースを指す。装
置１１４は、インターネットとの容易且つ広範囲な通信をグローバルに可能にするために
、インターネットに接続されてもよい。装置１１４の一実施形態が複数の機能的に接続さ
れたデバイスを備えるとき、そのような装置のいずれも処理ユニット、メモリ、及び、例
えばそれ自体の（相互及び／又は外部通信用の）通信インターフェースを含んでもよいこ
とを当業者が考えることは容易である。
【００８９】
　主に機能的又は概念的観点から考察されるとき、３１５の下側のブロック図を見ると、
装置１１４は、この場合、例えば、より大きな数の機能をカバーするより大きなアンサン
ブルにより、又はより少ない数の機能に集中するより小さなアンサンブルにより、実施形
態に応じて様々な他の方法で物理的に実現することもできる機能アンサンブルを指しても
よい、いくつかの機能モジュールを備えてもよい。アンサンブルは、メモリ３０４に記憶
されたプログラムコード又は命令及び他のデータを含んでもよい。実際の実行は、少なく
とも１つの処理ユニット３０２によって実行されてもよい
　データ管理モジュール３１２は、パネリストを特徴付けるデータの収集／受信などのデ
ータ入力、確立された成果物（例えば、メディア使用に関するレポート）の提供などのデ
ータ出力、及び／又はモジュール間のデータ配信を全体的に管理するように構成されても
よい。
【００９０】
　帰因モジュール３１４は、半準拠パネリストのカテゴリ又はグループ、又は例えば、ど
の完全なデータが装置に正式に利用可能にされていないかを考慮してブーストパネリスト
を参照して、取得されたデータから元々欠けているデータを完成させるように構成されて
もよい。
【００９１】
　報告モジュール３１６は、クライアント１１１へのいくつかの成果物又は「レポート」
を決定するように構成されてもよい。成果物は、例えば、様々なデバイス、サービス、ウ
ェブページ、すなわち、コンテンツ及びメディアの使用、並びに関連するユーザ特性を記
述することができる。
【００９２】
　さらなるモジュール３１８には、例えば、前述の分類モジュール、検証モジュール、重
み付け又は較正モジュールなどが含まれてもよい。
【００９３】
　それにデータを提供し、又はそれから成果物などのデータを取得するための装置１１４
に直接的又は間接的に接続された端末デバイス及び／又は外部デバイス／システムは、一
般に、プロセッサ、メモリ、及び通信インターフェースなどの同様のハードウェア要素を
含んでもよい。好ましくは、特に、様々な端末などのパネリストを所有するユーザデバイ
スは、パネリストのメディア使用に関するデータを収集するための計測ロジックを装備す
ることができる。計測ロジックは、例えば、他のソフトウェアとバンドルされているとき
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、直接的に又は様々なホストアプリケーションシステムを介して、いくつかの潜在的に事
前定義されたイベント、発生、測定に関するデータを記録し、装置に向けてログを提供す
るように構成されてもよい。
【００９４】
　図３のモジュールの様々な実施形態を考慮して、当業者は、上記のモジュール及び関連
する機能がいくつかの方法で実現されてもよいという事実を諒解されよう。モジュールは
、当然機能的にさらに小さなユニットに分割されてもよく、より大きな機能エンティティ
を確立するために２つ以上のモジュールが統合されてもよい。装置１１４がいくつかの少
なくとも機能的に接続されたデバイスを備える場合、モジュールは専用の１つ又はそれ以
上のデバイスによって実行されてもよく、動的割振りがあっても、例えば、クラウドコン
ピューティング環境内の複数のデバイス間で実行が共有されてもよい。
【００９５】
　一般に、欠落データを完成させるために本明細書に記載された帰属モデリング（帰因）
は、確率特性予測の方法に基づいてもよい。
【００９６】
　カテゴリ又はグループ内のパネリストは、それらのデバイスにわたるそれらの計測され
た行動（例えば、トラフィック）、人口統計、デバイス目録、質的特性（例えば、製品消
費、ブランド認知など）、及び計測されたデバイスにわたる計測された行動から計算され
た行動プロファイルデータなどの行動特性に関して記述されてもよい。
【００９７】
　十分に準拠する／有効なスマートパネリスト以外の他のパネリストは、いくつかの特性
又は一般的にデータポイントについて欠損値を有する。例えば、計測されていないデバイ
スではトラフィックデータが欠落している場合があり、計測されていないデバイスでは行
動特性が欠落している場合があり、サードパーティのアプリ開発者がそれらを提供してい
ないので人口統計が欠落している場合があり、例えば、サードパーティのアプリ開発者が
それらを提供していないのでデバイス目録が欠落している場合があり、且つ／又は、例え
ば、サードパーティのアプリ開発者がそれらを提供していないので質的特性が欠落してい
る場合がある。
【００９８】
　準拠する／有効と考えられるスマートパネルメンバでさえ、そのようなデータは登録中
又は登録後にスマートパネリストから必ずしも収集されていないので、例えば、質的特性
（例えば、製品消費データ）についていくつかの（許容／容認される）欠落値を有する場
合がある。
【００９９】
　様々な特性／データポイントは、０％（全くありそうもない）から１００％（確実）の
範囲の確率が割り当てられてもよい。値が欠落している特性は、ヌル（欠測）確率を有す
ると見なされてもよい。対照的に、パネリストによって供給されるか、又はメーターによ
って直接観測されるいかなる特性値も、１００％の確率を有すると見なされてもよい。こ
のことから、例えば、メーターを使用して実際に観測されたトラフィックデータは１００
％の確率を有すると見なされてもよく、計測されたトラフィックデータに基づいて決定さ
れた行動特性は１００％の確率を有すると見なされてもよく、例えば、登録調査／アンケ
ートにおいてパネリストによって提供されるか、又はサードパーティから受け取った人口
統計は１００％の確率を有すると見なされてもよく、登録調査において提供されるか、又
はサードパーティから受け取ったデバイス目録は１００％の確率を有すると見なされても
よく、登録調査において収集されるか、又はサードパーティから受け取った質的特性は１
００％の確率を有すると見なされてもよい。
【０１００】
　特性値が欠けているパネリストの場合、その値及びそれらの確率は、好ましくは、本明
細書に記載された帰因（帰属）手順の実施形態に従って１００％の確率で、そのような特
性値を有する同様の他のパネリストのデータに基づく推定を介して完成させることができ
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る。
【０１０１】
　図４は、本発明による方法の一実施形態を開示する流れ図４００である。示された図は
複数の明確な方法項目を含むが、様々な他の実施形態では、すべての同じ項目が存在する
必要はない。図には示されていないさらなる方法項目も存在してもよい。
【０１０２】
　方法起動４０４において、様々な準備タスクが実行されてもよい。例えば、１つ又はそ
れ以上の構造研究が実行されてもよく、調査／アンケートが実施され、パネリストが募集
され、様々なホストアプリケーションとバンドルする計測ソフトウェアが準備され、通信
接続及びリンクが確立され試験されるなどである。装置は、記憶、処理、及びその後のレ
ポートなどの関連する成果物の確立のためのデータを、受信又はフェッチ、すなわち取得
するようにセットアップ及び構成されてもよい。
【０１０３】
　４０６において、人口統計データ、計測されたイベント／トラフィックデータなどのパ
ネル用のデータが、場合によっては、端末デバイス、ホスト（通常、サードパーティ）ア
プリケーションプロバイダ、研究、又はアンケートオーガナイザなどの、複数の異なるソ
ースから取得されてもよい。
【０１０４】
　４０８において、取得されたデータが、例えば、それらの完全性及び／又は有効性に応
じて、本明細書で前述されたように複数のカテゴリに分類されてもよい。
【０１０５】
　４１０において、本明細書ですでに検証されている活動検証が行われてもよい。報告さ
れたデータの完全性を維持するために、帰因プロセス内で分析されたパネリストは、報告
時間期間の間の自分の活動に関して検証されてもよい。この活動検証は、プロファイルデ
ータポイントの帰因４１２の前に行うことができるし、又は、帰因の後の間、例えば有効
性分析中に行うことができる。
【０１０６】
　プロファイルデータポイントの帰因の前にすでに活動検証を実行することを支持する論
拠は、帰因が完了されるべきパネリストの数を大幅に減らすことができ、したがって計算
の負担が大幅に低下することである。
【０１０７】
　４１３において、プロファイルデータポイントの帰因４１２及び／又はトラフィック／
イベントデータの帰因４１４などの帰因手順が行われてもよい。
【０１０８】
　プロファイルデータポイントの帰因に利用可能な様々な異なる選択肢が存在する。
【０１０９】
　例えば、合成モデルが採用されてもよい。合成モデルは、実際に知られている（１００
％確実な）特性のセットが与えられると、最も可能性の高い特性と行動を結合する「合成
パネリスト」の作成を組み込む。
【０１１０】
　別の選択肢として、限定確率モデルが採用されてもよい。この選択肢は、問題のパネリ
ストに対する全体的な類似性に基づいて仮想パネリストを作成することを備える。
【０１１１】
　最初に合成モデルを考慮して、（活動検証４１０に合格した）パネリストのリストが確
立されてもよい。次いで、リストは、帰属されていない（帰属＝偽）が、計測されている
か、又は場合によっては、完全に信頼できるものとして決定された（行動プロファイルデ
ータポイントを含む）プロファイルデータポイントの総数によって昇順にソートされても
よい。
【０１１２】
　生成された順次リストを使用して、（行動プロファイルデータポイントを含む）欠落プ
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ロファイルデータポイント用の値のセットを決定するために、順番内の次のパネリストが
選択されてもよい。
【０１１３】
　選択されたパネリストのために、値が欠けている最初のプロファイルデータポイントが
決定されてもよい。プロファイルデータポイントに値が欠けていない場合、パネリストは
、さらに処理され成果物を決定するために使用される結果パネル若しくは「最終」パネル
（又は対応するデータアンサンブル）に、（すべてのトラフィックデータと共に）直接コ
ピーされてもよい。次のパネリストが帰属のために選択される。
【０１１４】
　次に、
　ａ．帰属＝偽の上記で選択されたプロファイルデータポイント用の値を有し、
　ｂ．そのプロファイルデータポイント値が、決定のために選択されたパネリストのプロ
ファイルデータポイント値に等しい
　リストの他のパネリストが選択されてもよい。
【０１１５】
　選択：パネリストのリストが空であると判断された場合、続行方法について２つの選択
肢がある：
　ａ．プロファイルデータポイントが欠落していると判断されたままにするが、
　ｉ．それを帰属＝偽に設定し、
　ｉｉ．１００％の確率で、
　ｉｉｉ．その値が欠けている次のプロファイルデータポイントに進む。
【０１１６】
　ｂ．パネリストの上記の選択に戻るが、一致するプロファイルデータポイントの数を減
らす。
【０１１７】
　選択されたパネリストのリストが空でないために上記の選択がバイパスされた場合、選
択されたパネリストの間で決定されたプロファイルデータポイント用の値の頻度分布が計
算されてもよい。
【０１１８】
　注：上記の（一致するデータポイントの数を減らす）オプションｂが選択された場合、
パネリストの選択（ｂ）で一致を確立するために使用されたプロファイルデータポイント
の割合に従って、頻度分布が重み付けされるべきである。
【０１１９】
　次に、合成モデルに従って、計算された頻度分布から、最大の割合を有する値が選択さ
れてもよい。その値は、帰属＝真及びその値について計算された割合に等しい確率で精査
中のパネリストに対して決定されたプロファイルデータポイントに適用されてもよい。
【０１２０】
　次いで、実行は、値を欠いている次のプロファイルデータポイントに進むことに戻るこ
とができる。
【０１２１】
　そのパネリスト用のデータポイントが対処されると、実行は次のパネリストに進むこと
ができる。
【０１２２】
　必要に応じて作成及び更新されたパネリストのリスト内のパネリストごとに、それらの
プロファイルデータポイントに割り当てられた確率を使用するそれらの合成確率が計算さ
れてもよい。この確率はパネリストに割り当てられるべきである。
【０１２３】
　合成モデルの代わりに、いわゆる無制限確率モデルを考えることができ、計算された頻
度分布内の値ごとに、新しい仮想パネリストが作成され、帰属＝真の、確率がその値に対
して計算された割合に等しい、決定されたプロファイルデータポイント（値が欠けている
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もの）に最も大きい割合を有する値が適用される。すべての他のプロファイルデータポイ
ント及びイベント／トラフィックデータは、精査中の単一のパネリストからコピーするこ
とができる。仮想＝偽のパネリストごとに、値を有するプロファイルデータポイントの数
が最も多い関連する仮想パネリストが選択されてもよい。すべての他のパネリストは、「
部分的に完成した仕掛品」として削除することができる。しかしながら、無制限モデルは
、当業者には容易に理解されるように、計算的に消耗する（処理されるべきデータ量の指
数関数的増加）。
【０１２４】
　したがって、より実用的で、あまり消耗しない、限定確率モデルを代わりに適用するこ
とができる。
【０１２５】
　さらに、（活動検証４１０に合格した）パネリストのリストが確立されてもよい。次い
で、リストは、帰属されていない（帰属＝偽）が、計測されているか、又は場合によって
は、完全に信頼できるものとして決定された（行動プロファイルデータポイントを含む）
プロファイルデータポイントの総数によって昇順にソートされてもよい。
【０１２６】
　生成された順次リストを使用して、分析及び（行動プロファイルデータポイントを含む
）欠落プロファイルデータポイント用の値のセットを決定するために、順番内の次のパネ
リストが選択されてもよい。
【０１２７】
　上記で決定されたプロファイルデータポイント値のセットから、値が欠けているプロフ
ァイルデータポイントが次いで識別されてもよい。
【０１２８】
　パネリストのリストから、帰属＝偽で識別され、欠損値ではないプロファイルデータポ
イントを有するパネリストが選択されてもよい。
【０１２９】
　選択されたパネリストごとに、類似性指数が計算されてもよい。類似性指数を計算する
様々な方法があるが、１つの比較的容易な方法は、欠けているデータポイント値の決定の
ために選択されたパネリスト用の対応するプロファイルデータポイントに等しい、選択さ
れたパネリストごとにプロファイルデータポイントの数を数えることを含む。
【０１３０】
　計算された類似性指数に従って選択されたパネリストのリストがソートされてもよい。
【０１３１】
　ソートされたパネリストのリストから、ｋ個の最も類似するパネリストが選択されても
よい。ｋは、「限定確率モデル」に適用される限界と考えられるべきである。ｋは適切な
（当然、好ましくは１より大きい）正の整数であってもよい。
【０１３２】
　上記で選択されたパネリスト（ｋ人の類似するパネリスト）ごとに、仮想パネリストが
作成されてもよく、
　ａ．帰属＝偽のプロファイルデータポイントは、分析のために選択されたパネリストか
らコピーされる（「次」）。
【０１３３】
　ｂ．トラフィックデータは選択されたパネリストからコピーされる。
【０１３４】
　ｃ．欠落データ値として識別されたプロファイルデータポイントは、帰属＝真及び１／
ｋの確率で、類似するパネリストのグループから選択されたパネリスト（「各パネリスト
」）からコピーされる。
【０１３５】
　ｄ．欠落データ値として識別されたデバイス用のトラフィックデータは、帰属＝真及び
１／ｋの確率で、類似するパネリストのグループから選択されたパネリスト（「各パネリ
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スト」）からコピーされる。
【０１３６】
　ｅ．合成確率は１／ｋのパネリストに割り当てられる。
【０１３７】
　次いで、次のパネリストが選択され、上記の手順が繰り返される。
【０１３８】
　４１４において、トラフィック／イベントデータの帰因が実行される。以下の実施形態
は、上述された合成モデルの観点から構成されている。
【０１３９】
　最初に仮定することがいくつかある可能性がある：パネリストの欠落デバイス目録は、
上述されたプロファイルデータポイントの帰因プロセスにおいて、ちょうど別のプロファ
イルデータポイントとして帰因される。パネリストごとに保持されているメーターデータ
が与えられると、どのパネリストデバイスが計測されていないかを判断するために、パネ
リストのデバイス目録プロファイルデータポイントを使用することができる。計測されて
いないデバイス用の行動プロファイルデータポイントは、プロファイルデータポイント帰
因プロセス内で帰因される。計測されていないデバイス用の行動プロファイルデータポイ
ントが与えられると、それらの計測されていないデバイスにトラフィックデータを帰因さ
せることは可能であるべきである。計測＝真のパネリストデバイスに結び付けられたイベ
ントは、帰属＝真及び１００％の確率をもたなければならない。トラフィック帰因プロセ
スは、データの発行又は報告のサイクルに従って、例えば２４時間ごとに実行され、所与
の２４時間の時間期間を包含する。
【０１４０】
　実際のプロセスを考慮して、帰属＝真の１つ又はそれ以上のデバイス目録プロファイル
データポイントを有する、様々なカテゴリ又はパネル（例えば、スマート及びブースト）
から、すべてのパネリストの（第１の）リストが作成されてもよい。言い換えれば、計測
の代わりに、又は他の特定の知識に基づいて、少なくとも１つのそのようなデータポイン
トが計算／推定されている。
【０１４１】
　また、すべてのパネリストの（第２の）リストが確立されてもよい。
【０１４２】
　次いで、第１のリストからの第１のパネリストがデータ完成のために選択されてもよい
。
【０１４３】
　選択されたパネリストのために、帰属＝真の第１のデバイス目録プロファイルデータポ
イントが選択されてもよい。
【０１４４】
　選択されたデバイス目録プロファイルデータポイントについて、対応するパネリストデ
バイスがパネリストに対して存在するかどうかがチェックされてもよい。
【０１４５】
　ａ．はいの場合、実行は下記の「継続点」に直接進むことができる。
【０１４６】
　ｂ．いいえの場合：
　ｉ．（例えば、スマート及びブーストのカテゴリ／パネリストを含む）すべてのパネリ
ストのリストから、選択されたが帰属＝偽の対応するデバイス目録プロファイルデータポ
イントを有するパネリストが選択される。
【０１４７】
　ｉｉ．（ｉ）で選択されたパネリストから与えられたデバイスタイプ及びデバイスモデ
ルごとの頻度分布が生成される。
【０１４８】
　ｉｉｉ．（ｂｉｉ）で計算された頻度分布から最も高い割合を有するデバイスタイプ／



(22) JP 2019-526129 A 2019.9.12

10

20

30

40

50

モデル（パネリストデバイスを記述するｄｅｖｉｃｅ＿ｉｄ）が選択される。
【０１４９】
　ｉｖ．選択されたパネリストに対して、
　１．計測＝偽
　２．帰属＝真
　３．（ｂｉｉｉ）で決定された値と一致するｄｅｖｉｃｅ＿ｉｄ
　を有する対応するパネリストデバイスを作成する。
【０１５０】
　ｖ．「継続点」に進む。
【０１５１】
　継続点：選択されたパネリストのために、上記でチェック／作成されたパネリストデバ
イスによって示されるデバイスに関連付けられた帰属＝真のすべての行動プロファイルデ
ータポイントのリストが生成されるべきである。
【０１５２】
　すべてのパネリストのリストから、上記でチェック／作成されたパネリストデバイスと
同じデバイスに関連する帰属＝偽及び計測＝真のパネリストデバイスを有するすべてのパ
ネリストが次に選択されてもよい。
【０１５３】
　選択されたばかりのパネリストのために、
　ａ．上記でチェック／作成されたパネリストデバイスと一致するデバイスに関連付けら
れ、
　ｂ．必要に応じて使用又は所有権を示すバイナリ値を有する
　すべての行動プロファイルデータポイントのリストが抽出されてもよい。
【０１５４】
　処理時間期間内の最初の１時間の間、
　ａ．上記で生成されたリスト内の行動プロファイルデータポイントごとに、
　ｉ．そのデバイスが上記で選択されたパネリストによって上記でチェック／作成された
ものと一致するパネリストデバイスを使用して、その行動プロファイルデータポイントに
関連付けられた主題上で生成され、
　１．その行動プロファイルデータポイントが、データ完成のために選択されたパネリス
トのものと一致し、
　ａ１．上記で選択された時間内に発生した
　各イベントの数を決定することが好ましい。
【０１５５】
　ｂ．（ａ）において上記で計算された各イベントタイプの数を、（項目ａｉ１ａ１にお
いて）上記で導出されたフィルタリングされたリスト内のパネリストの数で割る。
【０１５６】
　ｃ．持続時間（すなわち、開始時間及び終了時間）を有するイベントタイプについて、
上記（ａ）で計算されたばかりのイベントの平均持続時間を計算する。
【０１５７】
　データ完成のために選択されたパネリストのために、
　ａ．上記でチェック／作成されたパネリストデバイスに関連付けられ、
　ｂ．上記で選択された時間内に発生し、
　ｃ．（ｃ）において上記で計算された平均持続時間に等しい持続時間（開始時間及び終
了時間）を有し、
　ｄ．上記（ｂ）で計算されたばかりのパネリストごとの平均イベントの一貫した値を維
持するために計算された確率を有する
　新しいイベントが作成されてもよい。
【０１５８】
　次いで、実行は次の時間に進み、処理時間期間内のすべての時間が処理されるまで繰り
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返されてもよい。
【０１５９】
　４１６において、有効性分析の一実施形態が行われてもよい。
【０１６０】
　帰因モデルが適用されると、次の好ましい活動は、結果として得られたデータに対して
ＱＡ（品質分析）を実行することである。ＱＡプロセスは、どのパネリスト／仮想パネリ
ストが報告データセットに最終的に含まれるかを判断するために使用されてもよい。例え
ば、報告データセットからパネリストを除外するために使用できる３つの要因は、
　－それらの合成確率。したがって、合成確率が特定の選択された因子ｐ未満であるパネ
リストは、定義上除外されるはずである。
【０１６１】
　－帰因されたプロファイルデータポイント。定義上、帰属＝真をもたない特定のプロフ
ァイルデータポイントが存在してもよい。これらの「最重要」データポイントが帰因され
ている場合、パネリストは除外されるはずである。
【０１６２】
　－帰属されたデータポイントの確率が低すぎる。その確率が許容可能と考えられるには
低すぎるプロファイルデータポイントが存在してもよい。例えば、性別が帰属されるよう
に許可された場合でも、１％の確率の性別は、報告データセットに含めるには低すぎると
考えられてもよい。
【０１６３】
　この有効性分析を規定する規則のセットは、その市場における様々なカテゴリ／パネル
の組合せ及び品質に基づいて決定された様々な規則を用いて、地理的基準で調整されても
よい。
【０１６４】
　項目４２０は重み付け／較正タスクを指す。較正を受けるサンプルは、上述された有効
性分析に合格したすべてのパネリスト及び仮想パネリストを含んでもよい。較正は、例え
ば、国ごとに、例えば、調査及び他の行動データを較正対象として利用して行われてもよ
い。
【０１６５】
　項目４１８は、装置のユーザ（クライアント）が受け取りたがっている所望の成果物／
レポートの生成を指す。成果物は、例えば、所望の期間を考慮して取得及び処理されたデ
ータに基づいて導出されたいくつかのメトリクス及び／又は統計データを含んでもよい。
メディア視聴者自身、並びにそれらのメディア消費及び／又は他の習慣、好み、嫌いなど
が記述されてもよい。
【０１６６】
　成果物は、サービス又はコンテンツの個人化、及び例えば、場合によっては使用される
ロジックに従ってそれに自動的に基づく （技術的）システム最適化（帯域幅など）を含
む、その機能又は動作を受領者が調整することを可能にする、事前定義された専用又はよ
り一般的に使用されるデジタルフォーマットであってもよい。
【０１６７】
　４２２において、方法の実行が終了する。
【０１６８】
　点線の例示的にすぎないループバック矢印は、異なる実際の、且つ潜在的にまた実質的
にリアルタイムのシナリオで実行されるときの、様々な方法項目の起こり得る反復性を反
映し、連続して利用可能でない場合新しいデータが繰り返し現れ、それは次いで、例えば
、様々な統計データなどを含む目標成果物で、関連する所望の報告期間をカバーするため
のバッチにおいて処理されてもよい。
【０１６９】
　その範囲は、均等論の適用可能性を考慮して、その適切な国内拡張を伴う添付の独立請
求項によって定義される。
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【要約の続き】
トの欠落データポイントを完成させるか、又は決定された他のパネリストのうちの１つ又はそれ以上の対応するデー
タポイントのデータに基づいて、他のデータポイント及びさらなるデータポイントと同様に割り当てられたデータポ
イントを有する仮想パネリストをモデル化するステップとを備える、方法（４００）。方法を実行するための装置が
提示される。
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